
社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング 

2013 年 2 月 12 日 火曜日 [117 号] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2・第 4 火曜日発刊 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-427７ 

〒101-0048 

東京都千代田区神田司町 2 丁目 4-2 小山ビル 5F 

電話：03-3526-4277   FAX：03-3526-4276 

担当：広林 

 

社会保険労務士事務所 

平成 25 年 4 月より労働契約法が改正され、有期労働契約について新たなルールが加わります。 

今回のあおぞらレターは、この改正の中の「無期労働契約への転換」についての各企業の対応状況 

についてご案内いたします。 

【【【【対応対応対応対応のポイントのポイントのポイントのポイント】】】】    

●現在は、地域や企業により 

対応の動きに違いあり。 

●１年更新の契約の場合、 

無期転換の申し込みの可能性は早くて５年後。 

早急早急早急早急にににに対応方法対応方法対応方法対応方法をををを決定決定決定決定せずせずせずせず、、、、３３３３～～～～４４４４年年年年をををを目途目途目途目途にににに、、、、

他社他社他社他社のののの動向動向動向動向などをなどをなどをなどを見見見見ながらながらながらながら、、、、自社自社自社自社のののの有期労働者有期労働者有期労働者有期労働者のののの

活用方針活用方針活用方針活用方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、対応対応対応対応をををを決定決定決定決定しましょうしましょうしましょうしましょう。    

●福岡経営者協会調査 

改正労働契約法への対応 

・・・・5 年以下で雇用契約の運用を 

せざるを得ない    

約約約約３３３３割割割割    

・・・・5 年以下で雇止めを行い、無期 

転換への雇用を抑える  

約約約約 4444 割割割割 

●大阪労働局調査 

改正労働契約法への対応 

申し入れがなされた段階で… 

・通算で 5 年を 

超えないように運用 

約約約約 2222 割割割割    

・他社の動向を見ながら 

検討する 

約約約約３３３３割割割割    

 

これにこれにこれにこれに対対対対しししし各企業各企業各企業各企業のののの対応対応対応対応はははは…………    

    

●改正労働契約法の 

～～～～無期労働契約無期労働契約無期労働契約無期労働契約へのへのへのへの転換転換転換転換～～～～    

有期労働契約が繰り返し更新されて 

通算 5 年を超えたときは、労働者の 

申し込みにより、期間の定めのない 

労働契約（無期労働契約）に 

転換できるルールが新設されました。 

通算契約期間のカウントは、 

平成 25 年 4 月 1 日以降に 

開始する労働契約が対象です。 

※詳しい内容は 

『あおぞらレター108 号』をご覧 

ください。 

 

 平成 25 年 1 月 28 日 

労働新聞より 


